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政
令
第
二
百
三
十
四
号

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
益
信
託
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
）

第
一
条

公
益
信
託
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
百
六
十
二
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

（
鉱
業
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

鉱
業
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
任
の
命
令
」
を
「
、
裁
判
所
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の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
を
削
る
。

第
七
十
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
七
十
六
条
と
し
、
第
七
十
八
条
を
第
七
十
七
条
と
す
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
第
七
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
八
条
と
し
、
第
七
十

九
条
の
二
を
第
七
十
九
条
と
す
る
。

第
八
十
条
中
「
又
は
第
七
十
六
条
」
を
削
る
。

（
自
動
車
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

自
動
車
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任
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命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。

（
漁
業
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

漁
業
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
六
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
任
の
命
令
」
を
「
、
裁
判
所

の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
を
削
り
、
第
五
十
九
条
を
第
五
十
八
条
と
す
る
。
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第
六
十
条
第
一
項
中
「
前
三
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
九
条
と
し
、
第
六
十
一
条
を
第
六
十
条
と
す

る
。第

六
十
二
条
中
「
又
は
第
五
十
八
条
」
を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
一
条
と
す
る
。

（
航
空
機
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

航
空
機
登
録
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任

命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

（
特
許
登
録
令
の
一
部
改
正
）
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第
六
条

特
許
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
任
の
命
令
」
を
「
、
裁
判
所

の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
を
削
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
五
条
と
し
、
第
六
十
七
条
を
第
六
十
六
条
と
す
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
第
六
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
七
条
と
し
、
第
六
十

八
条
の
二
を
第
六
十
八
条
と
す
る
。

第
六
十
九
条
中
「
又
は
第
六
十
五
条
」
を
削
る
。

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
七
条

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び
そ

の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
四
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任
の
命
令
」

を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条

削
除

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
前
三
条
」
を
「
第
四
十
一
条
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。

（
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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目
次
中
「
第
六
十
五
条
の
二
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び
そ

の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
任
の
命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の

解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
信

託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
を
削
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
二
条
と
し
、
第
六
十
四
条
を
第
六
十
三
条
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
四
条
と
し
、
第
六
十

五
条
の
二
を
第
六
十
五
条
と
す
る
。

第
六
十
六
条
中
「
、
第
六
十
一
条
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
十
四
条
」
を
「
並
び
に
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
」
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に
改
め
る
。

（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
又
は
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
受
託
者
の
任
務
の
終
了
及
び
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
」
を
「
第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
も
の
と
し
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
七
条
の

十
二
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り

受
託
者
の
任
務
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
受
託
者
が
就
任
し
た
と
き
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
二
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
第
三
項
中
「
第
五
十
六
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
又
は
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
受
託
者
の
任
務

の
終
了
及
び
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
」
を
「
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
の
任
務
が
終
了
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し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
受
託
者
が
就
任
し
た
と
き
」
に
改
め
る
。

（
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
の
組
織
及

び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
の
組

織
及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
公
益
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
公
益
信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

（
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
公
益
法
人
に
対
し
て
当
該
公
益
法
人
が
行
う
公
益
目
的
事
業
の
た
め
に
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益

を
与
え
る
」
を
「
法
第
五
条
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
号
ホ
中
「
処
分
し
」
の
下
に
「
、
若
し
く
は
当
該
法
人
の
目
的
に
類
似
す
る
公
益
事
務
（
公
益
信
託
に
関
す
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る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
益
事
務
を
い
う
。
）
を
そ
の
目
的
と
す
る
公

益
信
託
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）
の
信
託
財
産
と
し
」
を
加
え
る
。

（
公
共
施
設
等
運
営
権
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

公
共
施
設
等
運
営
権
登
録
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任

命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

（
樹
木
採
取
権
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

樹
木
採
取
権
登
録
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任

命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

漁
港
水
面
施
設
運
営
権
登
録
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任



- 12 -

命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

（
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
試
掘
権
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
試
掘
権
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六

年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
七
号
中
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」
を
「
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
任

命
令
」
を
「
、
裁
判
所
の
解
任
命
令
又
は
特
定
終
了
事
由
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
終
了
事
由
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。
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（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

公
益
信
託
に
関
す
る
こ
と
。

(41)

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
五
号

を
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
第
二
十
二
条
第
十
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
二
十
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

第
二
十
二
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
百
三
十
二
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
九
十
三
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八

条
（
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
次
条
及

び
附
則
第
四
条
（
意
匠
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
六
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録

に
関
す
る
政
令
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
六
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
四
条
」
と

す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
令
及
び
商
標
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。

一

実
用
新
案
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
号
）
第
七
条

二

商
標
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
十
条
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（
意
匠
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

意
匠
登
録
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
並
び
に
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
一
条
並
び
に
第
四
十
三
条
」
に
改
め
る
。


